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放課後児童支援員の資格に関する意見書の提出を求める請願

1.請頴の趣旨

放課後児童クラブは、保護者が就業するなど日中不在である家庭の子どもが放課後

や学校休業日を過ごす生活の場です。2020年3月、新型コロナウイルス感染拡大防止

による小学校臨時休業が実施されました折、放課後児童クラブは保育所等と同様に臨

時休業要請の対象外とされ、厚生労働省による開所要請を受け夏休みなどの長期休暇

中と同じ午前中から児童を受け入れました。とうしたことから、放課後児童クラブは

子どもたちの安全な生活を保証する社会基盤であるという認識が共有されたように考

えられま司、。

そのような中で、,放課後児童支援員の確保は悩ましい.問題です。今年度は特にロロ

ナ禍の影響もあり、有資格者の保持、補充が厳しい現状にあります。放課後児童支援

員は、 2015年放課後児童クラブに従事するものの資格として新しく創設されまし

た。この資格は、放課後児童クラブに従事する保育士や学校教諭などの有資格者また

は、 2年以上の実務経験がある者が認定資格研修を受講することにようてのみ取得す

るととができます。しかしながら、放課後児童クラブに従事する者にしか受講資格が

与えられない現状は、放課後児童支援員有資格者確保を困難にする原因の1'つであろ

うと考えられます。また、先にも述べたように、放課後児童クラブの社会的認知が広

まる中、子どもたちが安全に安心して過ごせる場を保障ずるためには、子どもの発達

段階やその特性を理解し、子どもに関わるために必要な基礎知識や専門知識及び技能

を備えた支援員は必要不可欠な存在です。'このよ.うな現状を踏まえ、今年度の全国学

童保育連絡協議会でも厚生労働省へ要望している通り、児童を健全に育成するという

目標を共有する高等教育機関と連携することができれぱ、学卒者が放課後児童支援員

の資格を持って現場で仕事に就くことができ、知識と技能を兼ね備えた有資格者の確

保が図られるであろうど考える次第です。

こうした観点から「放課後児童支援員の資格に関する意見書」を採択していただ

き、国の関係機関へ意見書を提出していただきますよう請願いたします。

2 請願項目

放課後児童支援員資格を取得する養成課程を、高等教育機関における教育課程に

整備いただくこど及び必要.な法令を整備いただくことを目的に、地方自治法第99条

の規定により関係大臣に意見書を提出していただきますよう要請いたします。



放課後児童'クラブは、保護者が就業するなど日中不在である家庭の子どもが放課後

や学校休業日を過ごす生活の場です。2020年3月、新型コロナウイルス感染拡大防止

による小学校臨時休業が実施されました折、放課後児童クラブは保育所等と同様に臨

時休業要請の対象外とされ、厚生労働省による開所要請を受け夏休みなどの長期休暇

中と伺じ午前中から児童を受け入れました。こうしたことから、放課後児童クラブは

子どもたちの安全な生活を保証する社会基盤であるという認識が共有されたように考

えられます。

そのような中で、放課後児童支援員の確保は悩ましい問題です。今年度は特に=ロ

ナ禍の影響もあり、有資格者の保持、補充が厳しい現状にあります。放課後児童支援

員は、 2015年放課後児童クラブに従事するものの資格として新しく創設されまし

た6 この資格は、放課後児童クラブに従事する保育士や学校教諭などの有資格者また

は、 2年以上の実務経験がある者が認定資格研修を受講するととによってのみ取得す

ることができます。しか'しながら、放課後児童クラブに従事する者にしか受講資格が

与えられない現状は、放課後児童支援員有資格者確保を困難にする原因の1つであろ

うと考えられます。また、先にも述べたように、放課後児童クラブの社会的認知が広

まる中、子どもたちが安全に安心して過ごせる場を保障するためには、子どもの発達

段階やその特性を理解し、子どもに関わるために必要な基礎知識や専門知識及ぴ技能

を備えた支援員は必要不可欠な存在です。このような.現状を踏まえ、児童を健全に育

成するという目標を共有する高等教育機関と連携するこ'とができれぱ、学卒者が放課

後児童支援員の資格を持って現場で仕事に就くことができ、知識と技能を兼ね備えた

有資格者の確保が図られるであろう.と考える次第です

こうした観点から、下記事項が実現されるよう、地方自治法第99条の規定にもとづ

き意見書を提出いた.します6
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